
林業労働力の確保の促進に関する法律の概要

事業主が一体的に実施

林業労働力の確保

「雇用管理」とは、事業主が行う労働者の募集に
始まり､採用から配置、昇進、教育訓練、能力開
発、労働時間等労働条件、福利厚生など在職中
から退職に至るまでの労働者の雇用に関する管
理を総称するもの。

「雇用管理の改善」とは、労働環境の改善、募集
方法の改善等以上のような雇用管理について、
改善、向上を図ることをいう。

○採用管理 ○適正配置管理
○教育訓練・能力開発管理
○労働条件管理 ○人間関係管理
○福利厚生管理 ○労使関係管理
○退職管理

雇用管理の改善

「事業の合理化」とは、事業主の行う森林施業に
ついて、その労働生産性を増進させることをいう。
具体的には、森林施業の機械化、機械化に対応
した能力を有する林業従事者の養成・確保、事業
量の確保等のこと。

○機械の導入（取得、リース等）
○機械化作業体系の導入
○作業設備の改善
○機械化等に対応した研修の実施
○相談、啓発活動
○事業情報の整備
○施業規模の拡大

事業の合理化

「就業の円滑化」とは、新たに林業へ就業しようと
する者に対し、就業の障害となっている事由を除
去又は軽減し､その就業を支援すること。

○現場作業に必要な技能の習得の支援
○林業に関する知識の習得の支援
○雇用情報の提供
○生活等に関する情報の提供
○現場作業に適合するための指導・助言
○地域社会に定着するための指導・助言

就業の円滑化

林業の健全な発展 林業労働者の雇用の安定

寄 与

措置を講じ

○ 林業労働力の確保を促進するため、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置
並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講じ、もって林業の健全な発展と林業労働者
の雇用の安定に寄与することを目的とし、平成8年に「林業労働力の確保の促進に関する法律」（厚生労働省と
共管）を制定。



図 「林業労働力の確保の促進に関する法律」のスキーム

○ 林業労働力の確保・育成については、同法に基づき「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」を策定・変更
するとともに、これまで各種の施策を実施してきたところである。

○ 特に、林業労働力確保支援センターを中核とした、求人情報の提供や就業相談、林業就業促進資金の貸付け、林業
機械の研修等、同法に定める業務の実施を支援してきたほか、「緑の雇用」事業等による新規就業者の確保・育成や
キャリアアップも推進してきたところである。

林業労働力の確保の促進に関する法律の概要

○林業・木材産業改善資金の特例（第７条）
認定事業主が、林業労働者を確保するため

に休憩室やシャワー施設などの保健施設を設
置するために必要な資金を借り入れる場合の
償還期間を通常の10年以内から15年以内とす
るもの。

○国有林野事業における配慮（第９条）
国有林野事業の入札参加資格審査において、

認定事業主に対し、契約の予定金額に応じ、
当該認定事業主が有する等級区分の格付の直
近上位及び直近下位の等級への入札参加を認
めるもの。

○林業労働者の委託募集の特例（第13条）
複数の事業主と林業労働力確保支援セン

ターが共同で改善計画を作成し、認定を受け
ることを条件に、支援センターは、認定事業
主の委託を受けて、厚生労働大臣に届け出て、
労働者の募集を行うことができるもの。

○林業就業促進資金（第15条）
新たに林業に就業しようとする者等に対して、

林業労働力確保支援センターが、就業に必要な知
識や技能を習得するための研修受講、資格の取得、
住居の移転等に要する費用を無利子で150万円を
限度に貸し付ける制度（償還期間20年以内（うち
据置期間4年以内））。



林業労働力の確保の促進に関する法律の実施状況について
■認定事業主の推移

■林業就業促進資金の貸付実績等

■林業・木材産業改善資金の
特例を受けた実績

都道府県 貸付金額

H10 島根県 13,500千円

H11 長野県 8,770千円

H13 福島県 11,000千円

H17 兵庫県 6,000千円

計 39,270千円

資料：林野庁業務資料

資料：林野庁業務資料

■林業労動力確保支援センターによる高性能林業機械の貸付実績
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稼働日数/台
ｽｷｯﾀﾞ ﾌﾟﾛｾｯｻ ﾊｰﾍﾞｽﾀ ﾌｫﾜｰﾀﾞ ﾀﾜｰﾔｰﾀﾞ等

H15 89 186 0 153 138
H16 117 155 195 117 141
H17 138 171 88 116 145
H18 30 208 237 213 178
H19 22 214 128 205 195
H20 0 226 148 195 182
H21 0 188 166 186 154
H22 0 211 252 230 194
H23 0 235 256 272 256
H24 0 249 282 297 276
H25 0 258 275 288 286
H26 0 279 359 309 300
H27 0 252 310 284 284
H28 0 252 224 298 268
H29 0 276 318 316 262
H30 0 269 306 293 256
R1 0 112 216 205 162
R２ 0 237 343 272 219
R３ 0 220 288 246 199
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